
こ
れ
ま
で
の
経
過

　

茨
城
県
関
与
（
事
業
主
体
・（
一
財
）

茨
城
県
環
境
保
全
事
業
団　
＊
以
下
「
事

業
団
」）
の
新
た
な
管
理
型
産
業
廃
棄
物

最
終
処
分
場
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
令
和

２
年
５
月
、
茨
城
県
か
ら
施
設
整
備
の
受

入
れ
に
つ
い
て
要
請
を
受
け
、
そ
の
後
の

市
議
会
と
し
て
の
容
認
決
議
、
地
域
住
民

の
皆
さ
ま
や
企
業
な
ど
の
理
解
の
度
合
い

な
ど
を
踏
ま
え
た
上
で
、
施
設
整
備
の
受

入
れ
を
令
和
３
年
８
月
に
受
諾
し
ま
し
た
。

確
認
書
の
取
り
交
わ
し

　

そ
の
後
、
県
及
び
事
業
団
で
は
、
新

処
分
場
基
本
計
画
を
策
定
し
、
基
本
設

計
を
進
め
る
と
と
も
に
、
新
設
道
路
な

ど
の
設
計
、
環
境
学
習
施
設
基
本
計
画

の
検
討
、生
活
環
境
影
響
調
査
の
実
施
、

地
域
振
興
事
業
の
検
討
な
ど
を
進
め
て

き
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
、
地
域
振
興
事
業
に
つ
い

て
は
、
県
、
事
業
団
及
び
本
市
の
三
者

で
構
成
す
る「
地
域
振
興
等
推
進
会
議
」

を
令
和
４
年
６
月
に
設
置
し
、
計
画
地

周
辺
の
４
学
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
の

要
望
事
項
な
ど
を
踏
ま
え
て
検
討
を
行

い
、
地
域
振
興
事
業
の
実
施
の
方
向
性

が
整
理
さ
れ
ま
し
た
。

　

市
で
は
、
県
が
策
定
し
た
新
処
分
場

基
本
計
画
及
び
県
と
の
協
議
な
ど
に
よ

り
、
受
諾
の
前
提
条
件
と
し
て
い
た
安

全
な
施
設
や
道
路
の
整
備
、
地
域
振
興

事
業
な
ど
９
項
目
に
つ
い
て
、
実
施
の

方
向
性
な
ど
が
確
認
で
き
た
こ
と
か
ら

令
和
４
年
12
月
26
日
に
確
認
書
を
取
り

交
わ
し
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
動
き

　

市
で
は
、
県
及
び
事
業
団
と
緊
密
に

連
携
し
、
本
事
業
の
円
滑
な
推
進
に
向

け
て
、
引
き
続
き
市
議
会
及
び
市
民
の

皆
さ
ま
の
ご
意
見
な
ど
を
踏
ま
え
な
が

ら
対
応
し
て
い
き
ま
す
。

茨城県関与の新たな管理型産業廃棄物

最終処分場整備の取組状況について

 問合せ　資源循環推進課 　☎ 内線 569　FAX 24-5301

整
備
計
画
地

年 月 内容
令和２年 ５月 �県から市へ新処分場施設の受入れを要請

６月～８月 住民説明会（計 40 回）

令和３年 ３月～４月 フォローアップ説明会（計 14 回）
６月 日立市議会が「新たな産業廃棄物最終処分

場整備の受入れに関する決議」を可決
８月 市が県からの施設受入れ要請を受諾
 12 月 新処分場基本計画策定委員会 中間報告会

令和４年 ３月 新処分場基本計画策定委員会 市民報告会
４月 県が新産業廃棄物最終処分場基本計画を策定

82023. ２. ５

整�備計画地　日立市諏訪町（日立セメ
ント太平田鉱山跡地）

施�設の種類
　管理型最終処分場
埋立面積・埋立容量
　約９. ８ha・約 244 万㎥
埋立期間　供用開始後 20 ～ 23 年

受�入対象廃棄物
　産�業廃棄物　燃え殻・無機性汚泥・

ガラスくず・コンクリートくず・
陶磁器くず・鉱さい・がれき類・
ばいじん

　一�般廃棄物　地方公共団体の焼却施
設から出た焼却灰等・災害廃棄物

事 業 計 画 の 概 要

詳しくは県ＨＰ「新産業
廃棄物最終処分場の整
備について」（右記 QR）
をご覧ください。

▪�地域住民の安全の確保並びに生活環

境及び自然環境の保全を図ること

▪埋立地の拡張、増設を行わないこと

▪�新産業廃棄物最終処分場基本計画に

定める期間内に埋立を完了すること

▪�施設整備及び運営に当たり、環境保

全対策、情報公開、交通安全対策な

どを実施すること

▪�地域住民の生活環境の向上に必要な

インフラを整備、地域資源を活かし

た周辺環境への整備、市の重要事業

への支援を行うこと

▪�地域振興に資するための財源確保対

策を講ずること

確認書の主な項目
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体験乗車期間

２月６日㈪ ～ 21 日㈫
＊土・日曜日、祝日を除く

運行区間
おさかなセンター～大甕駅西口～多賀駅前

乗車場所

乗車方法

　�体験乗車の前日の正午までに、次のいずれかの方法
で予約してください。　＊何回でも予約できます。

問合せ　日本工営㈱交通都市部（業務受託機関） 　☎ 03-3238-8342　または　市都市政策課　☎ 内線 223　FAX 21-7750

運行時刻
日本工営㈱交通都市
部（業務受託機関） 
☎ 03-3238-8342
＊�平日午前９時～午後
５時

電話予約
下記ＱＲから申し込
んでください。

インターネット予約

　�発車 10 分前までに停留所へお越しください。バス
の到着後に乗務員がお声掛けしますので、受付を済
ませてご乗車ください。

①�前日の正午までに予約

②�発車 10 分前に受付

②�大甕駅西口停留所①�おさかなセンター停留所 ③多賀駅前停留所

運賃無料

１便 ３便 ５便 ７便
おさかなセンター 8:42 10:25 13:05 15:05
大甕駅西口 8:55 10:38 13:18 15:18
多賀駅前 9:19 11:02 13:42 15:42

２便 ４便 ６便 ８便
多賀駅前 9:26 11:26 14:06 16:06
大甕駅西口 9:50 11:50 14:30 16:30
おさかなセンター 10:03 12:03 14:43 16:43

　ひたち BRT区間内で実証実験をしている自動運転バスの体験乗車を実施します。運賃はかからず、何回でも乗車
できますので、ぜひ体験してみてください！

ひたち BRTひたち BRT
自動運転バスに体験乗車してみませんか？自動運転バスに体験乗車してみませんか？

おさかなセンター→多賀駅前

多賀駅前→おさかなセンター

運賃　無料


